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資料１ 給水管の塗装(ライニング)による更生工事取扱要領 

 

１ 目 的 

この要領は、広島市の給水区域内における、既設の給水装置及び貯水槽水道の給水管の老朽化に

伴う、赤水の発生、給水能力などの、機能低下の回復と給水管の延命を図り、水質の保全等を目的

として実施する管内の清掃洗浄及び塗装による管更生工事（以下「更生工事」という。）の適正な

施行について必要な事項を定める。 

 

２ 更生工事の範囲 

更生工事は、分水栓からメーターまでの給水装置部及び止水栓等の弁栓類を除いた範囲を対象と

する。ただし、建物内にメーターが設置されている場合は、建物内の給水管についても更生工事の

対象とする。 

 

３ 更生工事の施行可否の決定 

更生工事の施行に当たっては、更生工事施行業者（以下「施行業者」という。）は、広島市水道

局指定給水装置工事事業者（以下「指定工事業者」という。）と協力して、あらかじめ、施行範囲

内給水管の調査を実施し、当該工事の施行の可否を判定する。配管構造について、施行可能である

ことを確認した後、次項の申込み及び具体的な作業を行うものとする。 

 

４ 塗料の確認方法 

「給水装置の構造及び材質の基準」に定める浸出性能基準適合証明書（公的機関又は管理者が認

めた者が発行したものに限る。）により浸出等に関する基準に適合していることを広島市水道事業

管理者（以下「管理者」という。）が確認したものとする。 

 

５ 工事の申込み 

(1) 更生工事を施工する施工業者は、依頼者（申込者）と契約を締結のうえ、広島市水道局指定工

事事業者（以下「指定工事業者」という。）による広島市水道給水条例第７条第 1 項に定める工

事の申込みを行い、管理者の承認を受けなければならない。 

(2) 更生工事についての申込みは、「給水装置等の設計施工事務取扱要綱」の定めに従い、変更工

事として処理するものとする。また、申込みに当たっては、次に掲げる事項を明記したものを添

付すること。 

ア 更生工事に関する確認書（様式 3-1-1号） 

イ 更生工事施工計画書（様式 3-1-2号） 

ウ 塗料の浸出性能基準適合証明書（第三者認証品である場合は、浸出性能基準適合証明書に代

えて認証登録証の写しとすることができる。） 
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(3) 指定工事業者は、更生工事に伴い臨時用メーターの設置が必要な場合は、同時に臨時用の工事

の申込みを行い承認を受けるものとする。 

 

６ 工事の施行 

(1) 更生工事施行範囲より上流側に、配水管への逆流防止措置を施すこと。 

(2) 管内面の清掃及び研磨の完了後、研磨等に起因する漏水発生の有無を確認するため､耐圧検査

（水圧検査又は空気圧検査とし、その結果は、写真に記録しておくものとする。）を行い、漏水

発生等の不良箇所があるときは、補修又は取替えを行ったうえ、塗装（ライニング）を行うもの

とする。 

また、塗装（ライニング）完了後の通水に当たっては、塗料が十分に乾燥していることを確認

し、実施すること。 

(3) 更生工事完了後に、止水栓等の弁栓類を取付けのうえ、当該工事施行部分の耐圧検査を実施す

るものとする。 

(4) 建物の各戸メーターを取外す場合は、室番、メーター番号、取外し指針及び使用者等を明確に

したうえ、メーター指針に変動がないよう、衛生的、かつ適確な保管をするものとする。 

また、貯水槽水道の各戸メーターの取付けは、工事完了後に、管洗浄を行い、適切に設置する

ものとする。 

(5) 給水装置工事が完了したときは、次に掲げる書類等を当該完成配管図に添付するものとする。 

ア 更生工事施行の一連の工程等（写真を添付）の記録 

イ 耐圧検査結果（給水装置完成配管図面に記載） 

ウ 水質検査表（７に定めるものとする。） 

エ 更生工事施行範囲管路の平面図及び立体図等 

 

７ 工事検査 

指定工事業者及び施行業者は、当該工事を施行した管内の洗浄を行った後、鉛の水質検査方法 

(毎分５Ｌの流量で５分間流して捨て、その後１５分滞留させた水）により採水し、公的検査機関

（※1）で水質検査を行い、水道法施行令第６条第２項に基づく浸出等に関する基準に適合しなけ

ればならない。 

この場合の水質検査項目は、味、臭気、色度、濁度、鉄及びその化合物、ＴＯＣのほか、シアン、

フェノール等の更生工事に使用された塗料から浸出する可能性のある項目（※2）とし、あらかじ

め更生工事施工計画書に記載するものとする。 

また、残留塩素については、施工後 0.1㎎/ℓ以上を保持していることを確認すること。 

（※1）水道法２０条第３項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者等 

（※2）塗料の浸出性能基準適合証明書にて、検出が確認された項目 
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８ 手数料等の取扱い 

(1) 手数料 

給水装置部の更生工事における設計審査及び完成検査の手数料は、更生工事を行う給水管の最

大口径により徴収する。 

(2) 工事監督費等 

貯水槽水道の各戸メーター方式における更生工事の立会費は、貯水槽水道立会費と同様に算定

し徴収する。 

(3) 水道料金 

貯水槽水道における更生工事については、当該工事の施行時又は施行後の管内水の排水及び洗

浄水相当分を、別に定める「受水槽等清掃用臨時給水認定水量」により使用水量を認定し、水道

料金等を算定して徴収する。 

なお、給水装置部分における更生工事終了後の管洗浄は、メーターを経由した通常の給水状態

で実施することとし、この際の使用水量に伴う水道料金等については、当事者間で協議するもの

とする。 

 

９ その他 

この要領に定めのない事項については、管理者の指示に従うものとし、当該工事に関して、紛

議が生じたときは、工事申込者が責任をもって処理解決する旨の更生工事に関する確認書（様式

3-1-1号）を提出すること。 

 

１０ 給水管の塗装（ライニング）による更生工事様式類一覧表 

様式番号 様式名 参照先 

3-1-1 号 更生工事に関する確認書 水道局 HP 

3-1-2 号 更生工事施工計画書 水道局 HP 

 

附則  この要領は、昭和６０年 １月１０日から実施する。 
附則  この要領は、昭和６１年 ４月 １日から実施する。 
附則  この要領は、平成 元年 ２月 １日から実施する。 
附則  この要領は、平成 ２年 ８月 １日から実施する。 
附則  この要領は、平成 ７年 ４月２０日から実施する。 
附則  この要領は、平成１０年 ４月 １日から実施する。 
附則  この要領は、平成１５年 ４月 １日から実施する。 
附則  この要領は、平成１８年 ４月 １日から実施する。 
附則  この要領は、平成２５年 ４月 １日から実施する。 

  附則  この要領は、平成３０年 ４月 １日から実施する。 
  附則  この要領は、令和 元年 ５月 １日から実施する。 

附則  この要領は、令和 元年１０月 １日から実施する。 
附則  この要領は、令和 ２年 ４月 １日から実施する。 
附則  この要領は、令和 ３年 ８月 １日から実施する。 
附則  この要領は、令和 ６年 ４月 １日から実施する。 
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資料２ 水道直結式スプリンクラー設備に関する取扱要領 

 

１ 目的 

消防法施行令の一部を改正する政令及び消防法施行規則の一部を改正する省令が公布され、小

規模社会福祉施設に設置されることとなった特定施設水道連結型スプリンクラー設備のうち水道

法第３条第９項に規定する給水装置に直結する範囲（以下、「水道直結式スプリンクラー設備」と

いう。）については、水道法の適用を受けることから適正な運用を確保するために必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

２ 工事の施行 

水道直結式スプリンクラー設備の設置又は変更する給水装置工事（以下「工事」という。）は、

広島市水道局指定給水装置工事事業者（以下、「指定工事事業者」という。）が消防法に規定された

消防設備士の指導の下に行うものとする。 

また、消防法令に規定された事項については、消防設備士が責任を負い、所管消防署等に届け出

ること。 

 

３ 工事の申込み 

工事をしようとする者は、指定工事事業者による広島市水道給水条例第 7条第 1項に規定する工

事の申込みを行い、広島市水道事業管理者（以下「管理者」という。）の承認を受けること。 

また、「水道直結式スプリンクラー設備申請フロー」を理解し、「水道直結式スプリンクラー設備

に関する確認書（様式 3-2-1号）」等の必要書類を工事の申込みの際に添付すること。 

 

４ 設計時の注意事項 

(1) 工事の設計をしようとする者は、設計着手前に当該建物の設計水圧を決めるため、直結給水事

前協議申請書（中高層建物直結給水施行基準〔様式 2-1 号〕）に必要事項を記入し、関係図面を

添えて工事場所ごとに所管する水道局の各管理事務所（以下「管理事務所」という。）に協議を

申込むこと。 

(2) 設計水圧は、配水管の最小動水圧をもとに管理者が決定し、直結給水事前協議回答書（中高層

建物直結給水施行基準〔様式 2-2号〕）により回答する。 

(3) 水道直結式スプリンクラー設備の設置のために必要な水理計算は、消防設備士が配水管から分

岐して設けられた給水管からスプリンクラーヘッドまでの部分について、(2)による設計水圧の

回答をもとに行うこと。 

(4) 水理計算結果は、水道直結式スプリンクラー設備の正常な作動に必要な水圧、水量が得られる

ものであること。 

(5) 水道直結式スプリンクラー設備は、水道メーターの下流側に設置すること。ただし、メーター

口径の決定にあたっては、利用者に周知することをもって、他の給水用具（水栓等）を閉栓した

状態での使用を想定できることから、スプリンクラー設備に係る器具給水負荷単位の加算を行わ

ないことができる。 
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(6) 水道直結式スプリンクラー設備は、消防法令適合品を使用するとともに、給水装置の構造及び

材質の基準に適合する構造であること。 

(7) 水道直結式スプリンクラー設備の配管は、停滞水及び停滞空気の発生しない構造となっている

こと。 

(8) 給水装置工事の配管図に使用する水道直結式スプリンクラー設備配管の表示線は、給水装置等

の設計施工事務取扱要綱の「直結給水配管（新設の場合は、赤色の破線）」又は「増圧装置以降

の給水配管（新設の場合は、赤色の一点鎖線）」とし、当該設備の平面図及び系統図等は他の給

水配管と区別するため、別に作成記入すること。 

 

５ 施工時の注意事項 

(1) 水道直結式スプリンクラー設備のうち湿式（末端配管部分まで常時通水している方式）の配管

は、行き止まり配管等水が停滞する構造とならないよう、末端部に日常的に飲用以外で使用され

る給水器具（トイレ等）を設置すること。 

(2) 水道直結式スプリンクラー設備の末端部に給水器具を設置することが困難な場合は、乾式（電

磁弁等の作動時以外は、末端配管部まで通水されない方式）とし、電磁弁等までの停滞水の逆流

を防止するため、当該設備の分岐部に逆止弁の設置をするなど適切な措置を講じること。 

(3) 水道直結式スプリンクラー設備が結露現象を生じ、周囲（天井等）に影響を与えるおそれのあ

る場合は、適切な防露措置を講じること。 

(4) 水道直結式スプリンクラー設備の末端部に放水確認を行うための試験用装置を設置する場合

は、設置位置及び構造について所管消防署等と協議すること。また、飲用に使用されないよう適

切な措置を講じること。 

 

６ 硬質ポリ塩化ビニル管使用時の注意事項 

(1) 作業手順 

硬質ポリ塩化ビニル管に接着剤を用いる工法においてヘッドを取り付ける際は、先に配管と給

水栓用ソケットを接合し、その接合部に用いた接着剤が十分に乾燥していることを確認した後に、

給水栓用ソケットにヘッドをねじ込み接合すること。 

(2) 接合における接着剤の塗布 

接着剤は、種類により塗布に必要な分量が異なるため、それぞれ製品の適量とし、均一に薄く

塗布すること。 

(3) 十分な乾燥 

接着剤の種類によって固着するまでの時間が異なるため、それぞれ製品における養生時間を確

保し、十分に乾燥させること。 

(4) 管の面取り 

接着接合に使用する管は、所定の面取りを行うこと。なお、面取りをしない場合は、接着剤塗

布面の接着剤が管や継手内に掻き出され、膜張り現象による閉塞や接着不良が発生することがあ

ること。 

(5) その他 

透明な給水栓用ソケット等を用いることで、外側から接合部の接着剤の状況が目視できる方法

があること。 
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７ その他 

(1) 水道直結式スプリンクラー設備の設置者（工事申込者）は、「水道直結式スプリンクラー設備

に関する確認書」の内容を十分に理解し、適正な維持管理を行うこと。 

(2) 水道直結式スプリンクラー設備の設置者（工事申込者）又は使用者は、当該設備を介して連結

している給水器具からの通水の状態に留意し、異常があった場合は、当該設備の設置又は変更の

給水装置工事を行った者に連絡し、適切な措置を講じること。 

(3) (2)に資するため、水道直結式スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡先を見や

すいところに表示すること。 

(4) この要領に定めのない事項については、管理者の指示に従うものとする。 

 

８ 水道直結式スプリンクラー設備に関する様式類一覧表 

様式番号 様式名 参照先 

3-2-1号 水道直結式スプリンクラー設備に関する確認書 水道局HP 

 

 
附 則 この要領は、平成２５年 ４月 １日から実施する。 
附 則 この要領は、平成２６年 ４月 １日から実施する。 
附 則 この要領は、平成２８年 ４月 １日から実施する。 
附 則 この要領は、令和 元年 ５月 １日から実施する。 
附 則 この要領は、令和 ２年 ４月 １日から実施する。 

 

水道直結式スプリンクラー設備の給水方式の例 

 

  

図１（湿式：単一配管） 図２（湿式：ループ配管） 

  

図３（湿式：分岐のある配管） 図４（乾式） 

 

：スプリンクラーヘッド

：ボールタップ（トイレ等）

凡 例

スプリンクラー配管

：スプリンクラーヘッド

：ボールタップ（トイレ等）

凡 例

：スプリンクラーヘッド

：ボールタップ（トイレ等）

凡 例

スプリンクラー配管

スプリンクラー配管

：スプリンクラーヘッド

：電磁弁

凡 例

：逆止弁

スプリンクラー配管
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水道直結式スプリンクラー設備申請フロー 

申請者 水道局管理事務所 消防署 

【設置申請時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事着手時】 

 

 

 

 

【工事完了時】 

 

 

  

 

 
申請書 

 ① 
 
申請書 

 ① 

 
回答書 

 ② 

 
回答書 

 ② 

 
 副 

 
 正 

 ③ 

 
 副 

 
 正 

 ③ 
 
写し 

 ② 

 
副 

③ 

 
 副 

 
 正 

 ⑤ 

 
確認書 

 ⑥  
 副 

 
 正 

 ⑤ 

 
確認書 

 ⑥ 

 
副 

⑤ 

 
 副 

 
 正 

 ⑦ 

 
 副 

 
 正 

 ⑦ 

 
副 

⑦ 

 
 副 

 
 正 

 ⑧ 

 
 副 

 
 正 

 ⑧ 

 
副 

⑧ 

 
 副 

 
 正 

 ⑨ 

 
 副 

 
 正 

 ⑩ 

 
写し 

 ⑤ 
 
 副 

 
 正 

 ⑨ 

 
 副 

 
 正 

 ⑩ 

 
写し 

 ⑤ 

 
副 

⑨ 
 
副 

⑩ 

 
検査結果通知書 

 
検査済証 

①直結給水事前協議申請書 

②直結給水事前協議回答書 

協議 

②直結給水事前協議回答書の写しを添付 

③消防用設備等設置・変更計画届出書 

返却 

審査 

審査 

返却 

⑤給水装置工事申込書 
⑥確認書 

（給水装置工事申込時） 

⑤の副とは、承認配管図面 

⑦工事整備対象設備等着工届出書（着工 10日前まで） 

審査 

⑧給水装置工事完成配管図面 

返却 

検査 

⑤承認配管図面の写しを添付 
⑨消防用設備等設置届出書 
 （工事完了後４日以内） 

⑩防火対象物使用開始届出書 
 （使用開始７日前） 

交付・返却 

 
検査結果通知書(伺い) 

 
検査済証(伺い) 

検査 

 
写し 

 ⑦ 

⑦工事整備対象設備着工 
届出書の写しを添付 

 
 

 ④ 

情報提供 

④水道直結式スプ
リンクラー設備が
設置される建築物
について 

《届出が不要な場合は、⑦から始まる》 

 
写し 

 ②  
写し 

 ② 

返却 

②直結給水事前協議回答書の写しを添付 
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資料３ 給水補助加圧装置設置基準 

 

第１章 総則 

第１節 目的 

この基準は、戸建住宅の２、３階へ設置する給水器具のうち、吐出圧力、吐出水量

等の確保が懸念される一部の器具へ補助加圧するために、給水装置に直結して給水補

助加圧装置を設置する給水装置工事の設計、施工等について必要事項を定め、適正な

運用を確保することを目的とする。 

 

第２節 対象建物及び対象給水器具 

対象建物は、建物の３階までに直結給水する戸建住宅とし、対象給水器具は、２、

３階に設置する給水器具とする。 

 

第３節 事前協議 

１ 事前協議 

協議申込者は、設計着手前に当該建物の設計水圧を決めるため、直結給水事前協

議申請書（中高層建物直結給水施工基準〔様式 2-1 号〕）に必須事項を記入し、関係

図面を添えて所管の管理事務所に申し込むものとする。 

２ 設計協議 

協議申込者は、当該建物が本基準を満足していることを確認するため、給水設計

協議確認書（中高層建物直結給水施工基準〔様式 2-3-1 号～2-3-2 号〕）に必要事項

を記入し、次に掲げる関係図面を添えて所管の管理事務所に申し込むものとする。 

(1) 建築物の平面図及び系統図 

給水管及び取り付け器具等の詳細がわかるもの。 

(2) 水理計算書（中高層建物直結給水施工基準〔様式 2-3-5 号～2-3-7 号〕） 

設計水圧に基づき配水管分岐部から給水補助加圧装置までの水理計算を行い、

給水補助加圧装置流入口で最小動水圧が０．０５ＭＰａ未満とならないこと及び

所要の吐出圧力、吐出流量が得られることを確認すること。 

 

第２章 給水装置の設計・施工 

第１節 設計水圧 

水理計算に用いる設計水圧は、配水管の最小動水圧を基に管理者が決定し、原則と

して、配水管の最小動水圧から０．０５ＭＰａ差し引いた値とする。 

 

第２節 水理計算 

１ 同時使用水量及び給水管の口径の決定 

同時使用水量の算出方法については、給水装置等の設計施工事務取扱要綱第２章

第５節「計画使用水量の決定」によるものとし、給水管の口径の決定に当たっては

同要綱第２章第６節「給水管の口径の決定」によるものとする。 
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２ 水理計算方法 

水理計算は、中高層建物直結給水施工基準第２章第５節「水理計算方法」の直結

増圧方式の場合に準じて行うこと。 

 

第３節 給水補助加圧装置 

１ 給水補助加圧装置は、配水管の水圧に悪影響を及ぼさない十分な性能を有するも

ので、かつ、装置の一次側の水圧が０．０５ＭＰａ以下となる場合には自動停止す

るものであること。 

２ 給水補助加圧装置は、水道メーターの器差に影響を及ぼさないものであること。 

３ 給水補助加圧装置の吐出圧力は、０．３５ＭＰａ以下のものであること。 

４ 給水補助加圧装置の吐出流量は、設置する水道メーターに対して、給水装置等の

設計施工事務取扱要綱第２章第４節「水道メーターの口径の決定」のメーター適用

基準表での１時間最大流量に収まるものであること。 

５ 給水補助加圧装置は、逆止弁と同時に設置すること。 

６ 給水補助加圧装置は、１給水装置に１つ、水道メーターの流出側に設置すること。 

７ 給水補助加圧装置の設置に当たっては、凍結防止措置を施すとともに、装置の漏

水等の際にも排水が十分にできるよう配慮すること。また、定期点検や保守管理の

ために必要な空間を確保すること。 

 

第４節 水道メーター 

設置する水道メーターの口径の選定については、給水装置等の設計施工事務取扱要

綱第２章第４節「水道メーターの口径の決定」の器具給水負荷単位によるものとする。 

 

第３章 維持管理 

給水補助加圧装置の設置者は、給水装置工事申込み時に「給水補助加圧装置に関する承

諾書」（様式 3-3-1 号）を提出するとともに、給水補助加圧装置の点検を定期的に行う等適

切な維持管理を行うこと。 

 

第４章 給水補助加圧装置設置様式類一覧表 

様式番号 様式名 参照先 

3-3-1 号 給水補助加圧装置に関する承諾書 水道局 HP 

 

 

附則 この基準は、平成１６年 ４月 １日から実施する。 

附則 この基準は、令和 元年 ５月 １日から実施する。 

附則 この基準は、令和 ２年 ４月 １日から実施する。 

 



店舗又は事務所

学校教育法第１条に規定する学校以
外の学校（研修所を含む）

旅館

清掃： 1年以内ごとに1回

毎年6/1～9/30に
１回

所有者は建築物環境衛生管理技術者を選任し、管理さ
せ、維持管理に関する帳簿書類を備えること

毎年１回以上、定期
的に地方公共団体
の機関又は登録検
査機関へ管理の状
況を示す書類を提出
し、提出書類検査を
受けること

7日以内ごとに1回
0.1mg/ℓ以上

残塩：

建築物飲料水水
質検査業及び建
築物飲料水貯水
槽清掃業の都道
府県知事による登
録制度があり、そ
の登録業者に検
査又は清掃を依頼
するよう指導されて
いる

水道事業から供給を受ける水のみを水源とし、
貯水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるもの

設置者又は使用者の管理

清掃： 毎年１回以上、定期

水質：

水質基準省令の特定の項目；6月以内ごとに1回

(1) 興行場、百貨店、集会場、図書館、博
物館、美術館又は遊技場

(2)

(3)

(4)

資
料
４
　
　
水
道
使
用
形
態
別
管
理
方
法
等
一
覧
表

設置者が、簡易専用水道に準じた管理を行うこととしてい
る

所有者又は使用者の管理

給水栓の残塩0.1mg/ℓ以上
（水道事業者の管理）

消毒副生成物項目；

給水栓における水の色、味等に注意し、異常の
ときは水質検査

毎年１回以上、定期
的に地方公共団体
の機関又は登録検
査機関の検査を受
けること

水質：

水質：

R6.4.1

所有者は都道府県知事に、布設前の確認、新設時の申請を行い、水
質検査、施設検査を行う

水道技術管理者を置き、定期又は臨時の水質検査を実施

水質：  水質基準省令の項目； 規定の期間に1回検査施設を設置する
か、地方公共団体の機関 又は国土交通
大臣及び環境大臣の登録を受けた者への
委託により実施

小

規

模

貯
水

槽

水
道

備　考

専用水道

水道事業者が施設した配水管から分岐して設
けられた給水管及びこれに直結する給水用具

給水装置
（直結方式）

ビ
　
ル
　
管
　
理
　
法
　
適
　
用
　
水
　
道 設置者による自主検

査
水道事業から供給を受ける水のみを水源とし、
簡易専用水道に含まれないもの

区　分 定　義 検　査管理方法等

装置：

建築物の延べ面積8000㎡以上の学校教
育法第１条に規定する学校

水道事業から供給を受ける水のみを水源
とする場合

井戸水等が水源に含まれる場合

(1)

(1)

(2)

(2)

100人超の居住者に水を供給

１日最大給水量が20㎥超

口径25mm以上の導管1500m超

貯水槽の有効容量の合計100㎥超

1.

2.

1.

2.

貯
　
水
　
槽
　
水
　
道

簡
　
易
　
専
　
用
　
水
　
道

※広島県の簡易専用水道の登録検査機関は（財）広島県環境保健協会等

色、濁り、残塩： 1日1回（給水栓で0.1mg/ℓ以上）

・

・

建築物の延べ面積3000㎡以上の次のもの

3－
4－

1



資料５ 鋳鉄管の継手構造 

１ Ｔ形ダクタイル鋳鉄管 略記号： 

ゴム輪断面 
継手構造 

呼び径 

700～2,000

呼び径 

75～600 

（呼び径 75～250） 

２ Ｋ形ダクタイル鋳鉄管 略記号： 

ゴム輪断面 
継手構造 

３ ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 略記号： 

継手構造（直管） ゴム輪断面 

タイプⅠ

呼び径 

75～450 

（呼び径 75～450） 

タイプⅡ

呼び径 

75～250 
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４ ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 略記号： 

継手構造（直管） ゴム輪断面 

５ フランジ形ダクタイル鋳鉄異形管 略記号： 

溝 形 
形式 

項目 

大平面座形 
メタルタッチの

場合 

メタルタッチで

ない場合

継手組み合わせ ＲＦ形－ＲＦ形 ＲＦ形－ＧＦ形 ＲＦ形－ＧＦ形 

ガスケット ＲＦ形 ＧＦ形１号 ＧＦ形２号 

フランジ面間 離れている 接触している 離れている 

継手構造 

※ 大平面座形は、呼び圧力７．５Ｋのフランジの場合のみ
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資料６ 口径変更係数の作成方法 

 

 

口径別動水勾配比率 

 給水装置の水理計算において、分岐以降の給水管口径が異なる場合には、計算を容易にするために、

次表を参考に同一口径に換算することができる。 

 なお、この表は、流量、水圧及び摩擦損失水頭を同一にしたときの管延比率である。 

口径(㎜) 

 

口径(㎜) 

１３ ２０ ２５ ４０ ５０ 

１３ 1.0     

２０ 7.4 1.0    

２５ 20.0 2.8 1.0   

４０ 180.0 25.0 9.0 1.0  

５０ 500.0 70.0 25.0 2.9 1.0 

 

 

１ 設定条件  口径 40㎜を 50㎜に変換 

２ 作成方法 

 (１) ウエストン図表により、Ｑを適当に設定し、50㎜、40㎜の動水勾配をしらべる。 

         ウエストン図表 

                         Ｑ ＝流量（ℓ /秒） 

                         Ｉ１＝50㎜動水勾配（‰） 

                         Ｉ２＝40㎜  〃  （‰） 

                         

  Ｑ                      

                         Ｌ１＝Ｉ１に対応する換算長 

                         Ｌ２＝Ｉ２    〃 

       I1   I2  

 

 

  

  

50㎜ 

40㎜ 
I2 

I1 
＝比率＝変換係数 
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      Ｑ     Ｉ１     Ｉ２            

      1.2     10      28       2.8 

      3.0     55      165       3.0 

      5.0     140      400       2.86    2.9 とする 

      7.0     255      760       2.98 

     10.0     500     1,500       3.0 

 (２) 50㎜のＩ１と 40㎜のＩ２の比率を計算する。 

 

     例    ＝    ＝2.8･････変換係数 

 

３ 変換係数が即換算延長の比率となる理由 

 (１) 口径 50㎜→40㎜に変化しても、Ｑ、Ｐは一定である。 

 

 (２) 動水勾配の変化はＩ１＝   ･･･対･･･Ｉ２＝   →比率＝   ＝   ＝    

               (50㎜)      (40㎜) 

 

      ＝比率＝     故に  Ｌ１＝比率×Ｌ２ 

I2 

I1 

Ｈ 

Ｌ1 

Ｈ 

Ｌ2 

I2 

I1 

Ｌ1 

 Ｌ2 

I2 

I1 

Ｌ1 

 Ｌ2 

I2 

I1 

28 

10 

Ｈ 

Ｌ1 

Ｈ 

Ｌ2 
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資料 7 メーターボックスの標準配筋図（１００㎜の場合） 
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資料８ 地盤沈下による管折れ防止対策 

 

埋立地等で地盤沈下の起こるおそれのある場所において、給水管を建物内に引き込む箇所にあって

は、フレキシブルジョイント、ポリエチレン伸縮管等を取り付けること（図は、鋼管使用例である。） 

１ フレキシブルジョイント及びポリエチレン伸縮管 

 (1) 給水管を建物内に引き込む場合又は建物等に固定した管から分岐して散水栓等を設置する場

合にあっては、図ア、図イのようにフレキシブルジョイント又はポリエチレン伸縮管を設置して、

地盤沈下のひずみを吸収すると伴に、荷重の支点移動を図ること。 

 (2) 横走り配管は、図ウのように管支持台の上に乗せて確実に固定すること。 

 (3) 給水管の布設延長が長い場合にあっては、図エ、図オのような配管をして、不等地盤沈下のひ

ずみを吸収させること。 

２ 施工上の注意事項 

 (1) フレキシブルジョイント又はポリエチレン伸縮管を設置した個所は、必ず動作確認、保守点検、

維持補修等が、いつでも容易にできるような構造とすること。 

 (2) 配管途中には、絶対に重量物を載せないこと。 

 (3) 埋設深度は、必要以上に深くしないこと。 

 (4) 建物内の配管は、必ず建物に確実に固定するか、配管ピット内に設けること。 

 (5) 分岐個所から建物内までの間において、沈下をしない構造のものの上を横断する場合にあって

は、その前後に地盤沈下のひずみを吸収できる配管をすること。 

 

 ア                      イ 

 

 ※使用方法等詳細図は図カ参照          ※使用方法等詳細図は図キ参照 
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  ウ 

 

 

 

 

  エ                         オ 
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カ フレキシブルジョイント使用方法詳細図 

 

 

 

 

 

沈下量６００㎜の場合の各寸法（建物は沈下しないものとする。） 

（単位：㎜） 

口径×全長 ａ ｂ ｃ ｄ ピット深さ 

20A×1,100 200 493 793 300 830以上 

25A×1,200 240 532 832 300 830以上 

40A×1,450 360 622 922 300 830以上 
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キ ポリエチレン伸縮管使用方法詳細図 

 

 

 

 

 

注 １ ポリエチレン伸縮管の巻数は、４巻を標準とする。 

  ２ 点検ピットは、さし筋等により建物等の基礎と一体構造とすること。 
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資料９ 給水装置の基準適合について 

（１）性能基準の適用例 

         性能基準 

給水装置の 

種類 

耐
圧 

浸
出 

水
撃
限
界 

逆
流
防
止 

負
圧
破
壊 

耐
寒 

耐
久 

給水管 ● ●    
△ 
⑨ 

 

給水栓 
飲用 

● 
① 

● 
● 
② 

○ 
⑤ 

○ 
⑦ 

△ 
⑨ 

 

飲用以外 
● 
① 

 
● 
② 

○ 
⑤ 

○ 
⑦ 

△ 
⑨ 

 

バルブ 
● 
① 

● 
※ 
②③ 

  
△ 
⑨ 

● 
⑩ 

継手 
● 
① 

●    
△ 
⑨ 

 

浄水器 
● 
① 

●  
○ 
⑤ 

   

湯沸器 
飲用 

● 
① 

● 
※ 
②④ 

○ 
⑤ 

○ 
⑦ 

△ 
⑨ 

 

飲用以外 
● 
① 

  
○ 
⑤ 

○ 
⑦ 

△ 
⑨ 

 

逆流防止装置 
● 
① 

●  
● 
⑥ 

○ 
⑧ 

△ 
⑨ 

 

水撃防止器 
● 
① 

● ●   
△ 
⑨ 

 

ユニット器具 
飲用 

● 
① 

● 
○ 
② 

○ 
⑤ 

○ 
⑦ 

△ 
⑨ 

 

飲用以外 
● 
① 

 
○ 
② 

○ 
⑤ 

○ 
⑦ 

△ 
⑨ 

 

家電器具類 
飲用 

● 
① 

● 
○ 
② 

○ 
⑤ 

○ 
⑦ 

△ 
⑨ 

 

飲用以外 
● 
① 

 
○ 
② 

○ 
⑤ 

○ 
⑦ 

△ 
⑨ 

 

凡例：●例外なく求められるもの       ○一般に求められるもの 

   △求められる場合があるもの      ※限定的に求められるもの 

   ①～⑩表中の性能基準の適用の説明 

 

① 最終の止水機構の流出側に設置される給水用具（シャワーヘッド等）については、耐圧

性能基準の対象外。 

  止水機構を有する器具であって、通常の使用状態において、器具の流出側が大気に開口

されているもの（水栓のカランの部分）の２次側の部分は、耐圧性能基準の対象外。 

② 水撃性能基準を満たしていない給水用具を使用する場合には、その上流側に近接して水

撃防止器具を設置する等の水撃防止措置を講ずること。 

③ 電磁弁が対象。 
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④ 元止め式瞬間湯沸器等が対象。 

⑤ 逆流防止装置を内部に備えた給水用具が対象。 

水が逆流するおそれのある場所で、逆流防止性能基準を満たしていない器具を用いる場

合には、逆流防止性能基準もしくは負圧破壊性能基準に適合する給水用具の設置、又は規

定の吐水口空間の確保のいずれかを行うこと。 

⑥ 逆止弁、減圧式逆流防止器が対象。 

⑦ 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具、水受け部と吐水口が一体構造であり、かつ水受

け部の越流面と吐水口の間が分離されることにより水の逆流を防止する構造の給水用具

（ボールタップ付きロータンク、冷水機、自動販売機、貯蔵湯沸器等）が対象。 

⑧ 減圧式逆流防止器が対象。 

⑨ 凍結のおそれのある場所に設置されている給水用具が適用されるが、この基準を満たし

ていない場合には、別途凍結防止装置を講ずればよい。 

⑩ 弁類（減圧弁、安全弁（逃し弁）、逆止弁、空気弁及び電磁弁）が対象。給水用具の内部

に備え付けられているものを除く。 

 

（２）基準適合の確認方法 

個々の給水装置がどの項目について基準を満足しているのかについての情報は、製造業者

（自己認証）に問い合わせて入手するか、第三者認証機関（第三者認証）のホームページに

掲載されているものを利用する。 

名      称 ホームページアドレス 

（社）日本水道協会（JWWA） http://www.jwwa.or.jp/center/ 

（財）日本燃焼機器検査協会（JHIA） http://www.jhia.or.jp/ 

（財）日本ガス機器検査協会（JIA） http://www.jia-page.or.jp/ 

（財）電気安全環境研究所（JET） http://www.jet.or.jp/ 

 

そのほか、厚生労働省の設置している「給水装置データベース」に掲載されている。 

名      称 ホームページアドレス 

厚生労働省給水装置データベース https://www.mhlw.go.jp/kyusuidb/ 

 

http://www.jwwa.or.jp/center
http://www.jhia.or.jp/menu.html
http://www.jia-page.or.jp/
http://www.jet.or.jp/
https://www.mhlw.go.jp/kyusuidb/


  

      

 資
料
１
０
 
供
給
管
共
同
溝
給
水
引
込
管
仕
様
書

 

   項目 

引込 

 口径 

分岐材料及び方法 管種 継手の形式 管の被覆 配管の支持 
止水栓又は 

仕 切 弁 

備  

考 

 

２５㎜ 

水道用サドル付分水栓(Ａ形) 

φ150×φ25 φ200×φ25 

ＪＷＷＡ Ｂ １１７ 

（管軸方向取出し） 

人力穿孔機にて穿孔する。 

水道用内外面硬質塩化ビ

ニルライニング鋼管(Ｓ

ＧＰ-ＶＤ) 

JWWA K 116 

φ25 

水道用樹脂コーテ

ィング管継手外面

防食被覆のもので、

管端コア内蔵形の

もの。 

ＳＧＰ－ＶＤ 

使用のため、管被

覆は、施行しない。 

形鋼にて製作し、

溝内１か所、溝外

１か所支持 

宅地内にボール止

水栓 

φ25 

止水栓ボックス 

乙 

 

 

４０㎜ 

 

同    上 

φ150×φ40 φ200×φ40 

ＪＷＷＡ Ｂ １１７ 

 

 

同    上 

φ40 

 

同   上 

 

同   上 

 

同   上 

宅地内に緩速装置

付ボール止水栓 

φ40 

止水栓ボックス 

 

 3－
10－

1 

５０㎜ 

 

同    上 

φ150×φ50 φ200×φ50 

ＪＷＷＡ Ｂ １１７ 

 

 

同    上 

φ50 

 

同   上 

 

同   上 

 

同   上 

宅地内に緩速装置

付ボール止水栓 

φ50 

止水栓ボックス 

 

 

７５㎜ 

耐震型不断水用丁字管 

不断水用丁字管 

φ150×φ75 φ200×φ75 

ただし、ＪＷＷＡ規格はなし。 

 

水道用ダクタイル鋳鉄管 

φ75 

ＪＷＷＡ Ｇ 113 

ＪＷＷＡ Ｇ 120 

ＧＸ形 

ＮＳ形 

一部フランジ継手 

溝内 

自己融着テープ 

1/2重ね巻き 

埋設部 

ポリスリーブ被覆 

形鋼にて製作し、

溝内１か所支持 

宅地内に水道用ソ

フトシール仕切弁 

φ75 

仕切弁ボックス 

  

 

１００㎜ 

耐震型不断水用丁字管 

不断水用丁字管 

φ150×φ100 φ200×φ100 

ただし、ＪＷＷＡ規格はなし。 

 

水道用ダクタイル鋳鉄管 

φ100 

ＪＷＷＡ Ｇ 113 

ＪＷＷＡ Ｇ 120 

ＧＸ形 

ＮＳ形 

一部フランジ継手 

溝内 

自己融着テープ 

1/2重ね巻き 

埋設部 

ポリスリーブ被覆 

形鋼にて製作し、

溝内１か所支持 

宅地内に水道用ソ

フトシール仕切弁 

φ100 

仕切弁ボックス 
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資料１１ 給水装置工事における技能を有する者 

 

配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの

工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせる

ことがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従

事する他の者を実施に監督させること。（水道法施行規則第 36条第 2号） 

この水道法施行規則のもと、広島市水道局指定給水装置工事事業者規程第１０条第２号に規定してい

る技能を有する者の資格名称と施工範囲は下表のとおりとする。 

 

施 工 範 囲 

 

資 格 名 称 

Ａ 
(切管分岐) 

Ｂ 
(不断水分岐) 

Ｃ 
(給水管配管) 

配水管種 分岐材料 給水管種 

鋳
鉄
管 

鋼
管 

合
成
樹
脂
管 

サ
ド
ル
付
分
水
栓 

（耐
震
型
も
含
む
） 

不
断
水
用
Ｔ
字
管 

鋳
鉄
管 

鋼
管 

合
成
樹
脂
管 

広島市水道局 

○ ○ ○ ○ ○ ○  
広島市水道局配管工 

（平成 9年度まで試験実施） 

（公益社団法人）日本水道協会 

○ ― ― △ ○ ―  配水管工技能講習会              修了者 

（一般社団法人）日本ダクタイル鉄管協会 

○ ― ― △ ○ ―  
日本ダクタイル鉄管協会接合講習会       修了者 
（平成 19年から開催の JDPA継手接合研修会受講者を除く。） 

（公益財団法人）給水工事技術振興財団 

― ○ ○ △ ― ○  

給水装置工事配管技能検定会          合格者 
（平成 24年度から開催） 

給水装置工事配管技能者講習会         修了者 
（平成 23年度まで開催） 

給水装置工事配管技能者            認定者 
（給水装置工事配管技能者認定協議会） 

職業能力開発促進法に規定する配管技能士 
・一級  ・二級  ・三級 

（建築配管作業）・（国家資格） 
― ― ― ― ― ○ 

職業訓練校の配管課程修了者 
（広島県立広島高等技術専門学校には課程がない。） ― ― ― ― ― ○ 

（注１）施工範囲について、○は施工可、―は施工不可、△は資格の他に施工実績を確認し施工可とする。 

（注２）国土交通省の管工事施工管理技士（１級・２級）は実技試験を実施していないため、技能を有する者

に該当しない。 

（注３）上記の資格名称又は施工範囲以外の場合、適切に作業が行える技能を有する者であることを工事経歴

書及び施工実績の提出により確認できたときは施工可とする。 

（注４）耐震型不断水用Ｔ字管については、各メーカーから発行される講習修了証を確認し施工可とする。 

 

凡例 

Ａ：配水管の切管を伴う分岐（切管分岐） 

Ｂ：不断水工法による分岐（不断水分岐） 

Ｃ：配水管への取付口から水道メーターまでの

給水装置工事（分岐工事は含まない） 

Ｃ
Ｂ

Ａ



資料１２　給水装置新設工事（メーターの増径を含む。）業務流れ図

契
約

(正副２部)

注）

配　管　図　：　給水装置完成配管図面　付近見取図及び使用材料

申
込
者

せ
ん
孔
等
の
施
行
業
者

申　込　書　：　給水装置工事申込書

金
融
機
関

指
定
工
事
業
者

 
水
道
局

（
管
理
事
務
所

）

申　請　図　：　申請配管図面及び使用材料　付近見取図

⑫
水
道
使
用
申
込
書
（ハ
ガ
キ
）

⑫
水
道
使
用
申
込
書
（ハ
ガ
キ
）

⑪
配
管
図
（写
）

⑤給水工事費
及び手数料
明細書

⑤給水工事費
及び手数料
明細書

申込

見積

申

請

書

道
路
占
用
許
可

④
申
請
図(

副)

③
申
請
図(

正)

②
申
込
書(

副)

①
申
込
書
（
正
）

確認

④

申

請

図

（副
）

③

申

請

図

（正
）

②

申

込

書

（副
）

①

申

込

書

（正
）

公共下水道に接続するとき

④

申

請

図

（副
）

③

申

請

図

（正
）

②

申

込

書

（副
）

①

申

込

書

（正
）

設計

審査

資料13の①へ

給水工事

費等請求

データ

手数料

請求

オン
ライン
入力

⑤給水工事費
及び手数料
明細書

口座

振替

給水工事

費等請求

データ

保管

設計審査手数料

他の手数料と共に

10日分をまとめて

⑧
領

収

済

通

知

書

⑦
金

融

機

関

控

⑥
納
入
通
知
書
兼
領
収
書

⑧
領
収
済
通
知
書

⑦
金
融
機
関
控

⑥
納
付
書
（領
収
書
）

⑧
領
収
済
通
知
書

⑦
金
融
機
関
控

⑥
納
付
書
（領
収
書
）

納付

⑧
領
収
済
通
知
書

⑦
金
融
機
関
控

⑥
納
付
書
（領
収
書
）

￥

⑥

領

収

書

⑦
金
融
機
関
控

④

申

請

図

（副
）

②

申

込

書

（副
）

保管

保管

④

申

請

図

（副
）

③

申

請

図

（正
）

②

申

込

書

（副
）

①

申

込

書

（正
）

⑧
領
収
済
通
知
書

（
収
入
伝
票
）

収納

確認
施工

承認

現地
調査

内線

施工

自主

検査

照合

せん孔

依頼

せん孔

受付

資料13の②へ

‘④
申
請
図
（副
）（写
）

④
申
請
図
（副
）

‘④
申
請
図
（副
）
（写
）

Ⓑ
道
路
使
用
許
可
書

Ⓐ
道
路
占
用
許
可
書

資料13の④から

せん孔

日調整
‘④
申
請
図
（副
）
（写
）

Ⓑ
道
路
使
用
許
可
書

Ⓐ
道
路
占
用
許
可
書

⑭
せ
ん
孔
・

切
管
分
岐

申
込
一
覧
表

せん

孔

立会

①

申

込

書

（正
）

③

申

請

図

⑭
せ
ん
孔
申
込
一
覧
表 保管

立会

せん孔

受付

④
申
請
図
（副
）

保管

‘④
申
請
図
（副
）
（写
）

Ⓑ
道
路
使
用
許
可
書

Ⓐ
道
路
占
用
許
可
書

保管

⑪

〃

（写
）

⑩

〃

（副
）

⑨

配

管

図

（正
）

①

申

込

書

（正
）

③

申

請

図

（正
）

申
込
書

①
（
正
）

⑪

〃

（写
）

⑩

〃

（副
）

⑨
配
管
図
（正
）

③
申
請
図
（正
）

水
道
使
用

⑫
申
込
書

（
ハ
ガ
キ
）

給水新設

ｵﾝﾗｲﾝ

登録
メータ

貸出し

⑫
水
道
使
用
申
込
書
（ハ
ガ
キ
）

⑪

〃

（写
）

⑩
配
管
図
（副
）メータ

設置

メータ

自主

検査

検査

立会

申
込
書

①
（
正
）

⑨
配
管
図
（正
）

③
申
請
図
（正
）

工事

検査

水圧試験

を含む

⑩
配
管
図
（副
）

保管

完了

⑨

配

管

図

（正
）

③

申

請

図

（正
）

①

申

込

書

（正
）

給水工事

費等請求

データ

オン

ライン

入力

工事費

等請求

給水工事

費等請求

データ

口座

振替

⑤給水工事費
及び手数料
明細書

保管

毎月 8日

18日

28日

・給水工事費

・完了検査手数料

他の手数料等と共に

10日分をまとめて

⑪
配
管
図
（写
）

工事

完了

⑨

配

管

図

（正
）

③

申

請

図

（正
）

①

申

込

書

（正
）

⑬
窓
付
き
封
筒

使用

申込み

保管

町別に

キャビネット

へ保管

検針

徴収

手続

区分

工事契約 設計審査 手数料の請求 施設整備納付金 施工承認 内線施工 配管図作成せん孔準備 せん孔 メーター設置 工事検査 給水工事費等の精算 使用申込み 使用開始

オン
ライン
入力

工事監督

費請求

資料12の③へ

保管

口座

振替

給水工事

費等請求

データ

承認書
⑪

〃

（写
）

⑩

〃

（副
）

⑨

配

管

図

（正
）

工事監督費の請求

⑫
水
道
使
用
申
込
書
（ハ
ガ
キ
）

使用開始

オン
ライン
入力

毎月 8日

18日

28日
毎月 8日

18日

28日

⑤給水工事費
及び手数料
明細書

⑤給水工事費
及び手数料
明細書

給水工事

費等請求

データ
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資料１３　道路（市道）占用及び使用業務流れ図

注） 申　込　書　：　給水装置工事申込書
申　請　図　：　申請配管図面及び使用材料　付近見取図
配　管　図　：　給水装置完成配管図面　付近見取図及び使用材料

指
定
工
事
業
者

せ
ん
孔
等
の
施
行
業
者

 
水
道
局

（
管
理
事
務
所

）

区
役
所

警
察
署

舗
装
工
事
請
負
者

手続

区分

資料12の①から

（注参照）

区ごとに２～３日分を

まとめて作成

一時保管

審査

協議
許可

条件

許可

照合

取り出す

④

⑤
②
③

占用者

間協議

NTT･

ガス等

審査
派
出
所

せん孔

準備

Ⓐ

申
請
図
（副
）（写
）

Ⓐ

申

請

図

（副
）

資料12の②から

資料12

の④へ

立会

せん孔

等

受付

⑧

道
路
使
用
許
可
書
（写
）

⑨

せ
ん
孔
申
込
一
覧
表

資料12の

③から

立会
安全

確認

Ⓐ

申

請

図

（副
）

舗装

指示
照 照合

⑫

舗

装

指

示

書

施行 請求

5日以内

1か月分をまとめて

翌月20日までに提出

道路管

理者印

照合 検査

②

③
②

③
②

③

③
目
標
図

②
工
事
仕
様

許
可
申
請
書

①
道
路
占
用
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込

書 A
A

B
C

D

標
準
断
面
図

⑤

舗
装
復
旧

許
可
申
請
書

④

び
に
掘
さ
く

道
路
占
用
並

④
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②
③

④

⑤
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③

④

⑤
②
③

②

③

A A

B
A

C
D D

⑧

‘③

⑧

‘③

‘③

目
標
図

（許
可
書
）

⑧

許
可
申
請
書

道
路
使
用

A
A B C

つ
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て

⑥

可
の
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に

道
路
占
用
許

⑥

④
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⑥
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③

④
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③

A A
B

C
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書

⑦
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路
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用

⑥
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③

⑥
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⑤
②
③

A
A B

⑧

‘③

⑧

‘③

⑧
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道路（国道）占用及び使用業務流れ図
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・　断　面　図 ・　許　可　書
・　路面復旧図 ・　債権発生通知書
・　平　面　図 ・　許可通知書
・　安　全　図 ・　事務所台帳
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資料１５ 直結給水における逆流防止システムについて（参考） 

 

標準設置図（参考） 

 

    吸排気用具の必要吸気量の基準値（参考）※弁差圧2.9KPa時の値 

立管口径 20 25 40 50 75 

吸気量（L/S） 1.5 2.5 7.0 14.0 33.4 

    

        

吸排気弁の標準設置図（参考） 

 

※ 直結給水における逆流防止システム設置のガイドラインとその解説より 

 

吸排気弁

給水主管（立管）

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

縮径

吐水口空間

縮径

給水主管（立管）

Ａ Ａ
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資料１６ 給水管取付替等の図面作成時の記入項目について 

 

１ 給水管取付替等の図面は、第１編第２章第７節 「図面作成」に準じて作成し、給水装置

完成配管図面記入例を参考に次のとおり記入する。 

 

２ 給水装置完成配管図面（様式 1-4-1号）の記入項目 

(1) 整理番号欄は、給水装置台帳番号を記入する。 

(2) 設置場所欄は、給水装置所在地を記入する。 

(3) 水道番号欄及び工事申込者の住所・氏名欄は、記入しない。 

(4) 指定給水装置工事事業者欄は、「受注者」に変更し、受注者名を記入する。 

(5) 工事名等の記入欄は、工事名、工事番号及び監督員名等を記入する。 

(6) 図面の記入について 

ア 縮尺は、1/200 を標準とする。ただし、広い敷地の場合は、敷地全体を 1/500 程度

で図示し施工部分の詳細図を 1/200で作成する。 

イ 敷地境界及び建物の外郭等は、給水装置台帳図面を参考に記入し、建物名又は個人

宅名を記入する。また、前面道路は道路幅を記入する。 

ウ 新設給水管は赤の破線で記入し、撤去・放棄給水管は黒の破線で記入する。また、

給水管の撤去部分は赤の×印を記入し、放棄部分は赤の斜線を記入する。 

エ 既設給水管の記入は、給水装置台帳図面を参考に屋外のメーターまでとする。（屋外

にメーターがない場合は屋外配管までとする。） 

オ 配水管は、新設管及び撤去管・放棄管を配管記号に基づき黒色で記入する。また、

配水管の撤去部分は黒の×印を記入し、放棄部分は黒の斜線を記入する。 

新設管及び放棄管については埋設位置寸法及び口径・管種を記入し、新設管におい

ては土被りも記入する。 

カ 給水管取付替工事の場合は、設置した止水栓・仕切弁の設置位置寸法を道路の角、

隣地境界と相対的に記入する。（配水管に対して直角直線状に止水栓が設置できない

場合は、分岐箇所の位置寸法も記入する。） 

キ 開発団地等の給水管引込工事の場合は、分岐箇所、引込位置、止水栓、仕切弁、管

末等の位置関係を道路の角、下水桝、消火栓等と相対的に記入する。 
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ク 新旧配水管の分岐位置を示す記号「Ａ(旧配水管)」、「Ａ´(新配水管)」を赤字で記

入し、「ＡをＡ´に取付替」と赤字で記入する。 

 

３ 付近見取図及び使用材料（様式 1-4-2号）の記入項目 

(1) 付近見取図への工事場所の表示は、敷地を赤線で囲み、内部を赤斜線で網掛けする。

また、引き出し線にて「工事場所」と記入する。 

(2) 使用材料欄は、使用した主な材料を記入する。既設管に接続する工事の場合は、既設

管口径を明確にするため接続材料（異径ソケット等）を、次に掲げる材料を使用する

場合は、その製造情報を記入する。なお、製造年は西暦の下二けた表記とする。 

  ア 耐震型不断水 T字管   ・・・ 製造会社、型式、製造年 

  イ 不断水 T字管       ・・・ 製造会社、製造年 

  ウ 可とう式サドル付分水栓 ・・・ 製造会社 

  エ ソフトシール仕切弁   ・・・ 製造会社、製造年 

(3) 給水装置工事主任技術者確認事項欄への記入において、不断水 T 字管を使用する分岐

工事で１．２５ＭＰａ、１分間以上の水圧テストを実施した場合は、（１．７５ＭＰａ 

１分間以上）に取り消し線を引く。 

(4) 給水装置工事主任技術者欄へ記入する者は、指定工事業者が広島市水道局へ届け出て

いる給水装置工事主任技術者のうちから選任し、その交付番号と氏名を記入する。 

 

４ その他 

(1)  図面に使用する用紙の紙厚は８１．４ｇ/㎡（メートル坪量）を標準とする。 

(2)  上記の各記入項目に定めのない事項については、管理者の指示に従うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



給水装置完成配管図面（様式 1－4－1号）記入例 

3－16－3 

 



付近見取図及び使用材料（様式 1－4－2号）記入例 

3－16－4 
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資料１７ 給水装置に関する事項の沿革 

  

 年 月 日             事                    項 

昭和 

  25. 4.28 

  26. 3.29 

  27. 7. - 

  28.11. - 

  29. 6. - 

  30. 4. 6 

  31. 4. 1 

      5. 1 

      9. - 

  32. 4. - 

 

     10. 1 

  34.10.15 

     12.10 

  35. 4. - 

11.12 

  37. 3.31 

  38. 4. - 

     10. - 

  39.10. - 

  40. 4. - 

  40.12.25 

  41. 1. 1 

 

  42. 4. - 

  42.12. 1 

  43. 5. - 

  44. 4. - 

 

  45. 4. 1 

 

 機構改革により復興局から分離し、水道局発足 

 安佐郡祇園町と給水協定（一部地区） 

 給水幹線としてビニル管の布設開始（尾長町） 

 一般給水装置へのビニル管使用開始 

 口径13㎜鋼管の使用規制（立上り部への使用禁止） 

 安芸郡府中町と給水契約（一部地区） 

 小口径13㎜単口メーターの採用 

 安芸郡戸坂村の広島市編入に伴い同村水道施設を安芸上水道組合から買収 

 黒鋼管の使用禁止 

 口径13㎜鋼管の使用禁止 

 メカニカル継手（ＭＬＣＰ）の使用開始 

 全戸計量化着手 

 祇園町東原地区を給水区域に編入 

 府中町と給水区域変更覚書締結 

 鉛管の使用禁止 

祇園町のほぼ全域を給水区域に編入 

 全戸計量化完了 

 小口径（13㎜～40㎜）のプラスチック成形（指示機構）の単箱複箱翼車型メーターの採用 

 共同住宅等における受水槽以下の装置の各戸検針、各戸徴収の開始 

 メーター直結の伸縮止水栓（広島型）の設置開始 

 小口径（13㎜～40㎜）の金属指示機構をプラスチック指示機構に改造開始 

 水道局南千田西町庁舎完成（メーター検査場移設） 

 伸縮止水栓（広島型）の全面設置の促進開始 

 メーターボックス（13㎜～25㎜）の寸法統一化 

 大口径（50㎜以上）のプラスチック成型（指示機構）の副管付メーターの採用 

 似島ポンプ所で通水式（似島町へ給水開始） 

 壁付格納メーターボックス（広島型）の使用開始 

 給水装置材料の局検査品目の縮少（直営水圧試験場閉鎖） 

 私設仕切弁蓋の採用 

 道路内分岐配管工事の指定工事店施行開始（局施行の廃止） 

 工事完了検査をメーター設置後に変更 

 道路内配管用ビニル管を耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）に変更 

 道路内配管の給水管及び配水管取付分水栓の口径を20㎜以上に変更 
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 年 月 日             事                    項 

昭和 

  45. 4. 1 

      5. - 

      8. 1 

      9.10 

  46. 4. 1 

 

      7. - 

      9. 6 

 

        25 

     10. 6 

 

 

     12. 1 

  47. 4. 1 

 

      8. 1 

        27 

  48. 3. - 

        20 

 

 

 

      4.25 

      6. - 

      7.23 

     10.22 

  49. 2. - 

 

      4. 1 

      6. - 

      7. - 

     11. 1 

  50. 3.20 

 

 大口径メーターに竪型ウォルトマン式を追加採用 

 直読式メーターの採用 

 施設整備納付金制度を制定 

 工事用水（臨時用）の認定計量制（ラベル使用）開始 

 指定材料の局検査廃止、組合一括購入開始 

 安佐郡沼田町の広島市編入に伴い同町簡易水道事業を承継（沼田分室を開設） 

 タイトン型鋳鉄管の採用 

 構造規程の一部改正（口径40㎜の不断水用Ｔ字管の採用、道路上止水栓を宅地内設置へ変 

 更 、口径50㎜を分岐の場合は、仕切弁までを75㎜の鋳鉄管とする等） 

 「受水そう以下の装置の設置基準」制定（受水槽の完全埋没型の禁止等） 

 水道用亜鉛メッキ鋼管の使用を禁止 

 硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰーＶＢ）の使用承認 

 （口径13㎜も使用承認） 

 受水槽以下の装置の指導立会開始 

 安佐郡可部町の広島市編入に伴い同町水道事業を承継（可部営業所を開設） 

 メーター取替え工事を組合へ一部委託 

 施設整備納付金額の改定 

 安佐郡祇園町の広島市編入に伴い同町水道事業を承継 

 定流量弁の設置開始 

 安佐郡安古市町、佐東町の広島市編入に伴い安佐水道企業団水道事業を承継 

 （安古市営業所を開設、沼田分室を廃止） 

 安佐郡高陽町の広島市編入に伴い同町水道事業を承継 

 安芸郡瀬野川町の広島市編入に伴い同町水道事業を継承（瀬野川営業所を開設） 

 道路内の給水管分岐工事の組合センター部委託施行開始 

 漏水探知装置（漏探）設置工事完了（ 277箇所） 

 渇水対策本部設置（8.16～9.13異常渇水による本市初めての10％給水制限実施） 

 高田郡白木町の広島市編入に伴い同町井原市、堀越、吉永地区簡易水道事業を承継 

 メーター及び止水栓カップリング用ガスケットの材質変更（天然ゴム布２枚入りを廃止し 

 合成ゴムとする。） 

 メーター管理業務を電算化（広島市委託） 

 メーターボックス（13㎜～25㎜用）の通路用（ＦＣＤ）採用 

 漏水測定器（ピット）設置工事完了（ 318箇所） 

 安芸郡安芸町の広島市編入に伴い安芸水道企業団へ加入 

 安芸郡矢野町・船越町の広島市編入に伴い安芸水道企業団へ加入 
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 年 月 日             事                    項 

昭和 

  50. 5.14 

      9. 1 

     10. - 

 

  51. 4. - 

      9. - 

 

     12.15 

 

  52. 2.18 

      4. 1 

 

      6. 1 

     12. 1 

 

  53. 4. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6. 1 

 

 

        10 

 

      9. 7 

  54. 2. 1 

 

 メーターボックス内の漏水修理（カップリング）の無料化 

 施設整備納付金額及び設計審査手数料等の改定 

 受水槽以下の各戸メーターまでの配管には、硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰーＶ 

 Ｂ）を使用するよう指導開始 

 西区井口沖埋立地において、可とう継手の使用開始 

 受水槽以下の各戸メーターまでの配管に、硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰーＶＢ 

 ）の使用の義務付け 

 昭和53年 3月31日までの間、受水槽以下の各戸メーターに限り、盗水防止用伸縮止水栓を 

 使用 

 凍結破裂対策本部設置（2.16～2.22破裂受付件数21,823件） 

 耐寒型メーターボックス採用 

 伸縮止水栓取付業務の組合委託開始 

 給水栓のパッキン取替えを有料化 

 凍結対策として立上り管の口径を20㎜以上に指導規制（使用材料は、ＨＩＶＰ又はＳＧＰ 

 ーＶＢとする。） 

 宅地内給水管（立上りを含む。）修繕工事の組合施行開始 

 〔取扱い〕 

   (1) 修繕工事に必要な給水装置台帳の写しは、無料交付とする。 

  (2) 簡易な修繕工事にあって、工事申込みが不要と認められるときは、修繕箇所を給水 

   装置台帳へ写して赤線で記入のうえ、所管の営業所へ提出し、営業所の給水工事係に 

   おいて台帳修正する。 

  (3) 工事申込みが必要と認められるときは、所管の工事事務所及び営業所と協議のうえ 

   修繕工事後に申込書を営業所へ提出する。    

  (4) 不用栓があるときは、工事事務所に届け出て、撤去確認書を作成のうえ、分水栓止 

   めとし、撤去完了後、工事事務所で清算し確認書を営業所へ送付する。営業所は、給 

   水装置台帳を除去処分する。 

 構造規程を一部改正し、防凍対策として立上り管の口径を20㎜以上とするよう指導してき 

 たものを義務付け 

 道路内配管の給水管及び配水管取付分水栓の口径を25㎜以上に変更（13㎜～20㎜の廃止） 

 伸縮止水栓を改造したねじ込み形副栓付伸縮止水栓の使用開始（この場合に限りメタル入 

 りバルブソケットの使用も承認する。） 

 渇水対策本部設置（9.15～9.20異常渇水による10％給水制限実施） 

 太陽熱利用機器の承認 
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 年 月 日             事                    項 

昭和 

  54. 4. 1 

 

 

 

 

 

 

      6. 1 

  55. 4. 1 

      7. 1 

      8. 1 

 

 

  56. 1. - 

 

 

  56. 2.27 

      4. 1 

 

 

 

      9. 1 

 

  57. 4. 1 

 

 

 

 

      6. 1 

 

      7. 5 

     11. 2 

        15 

  58. 1. 5 

 

 機構改革により、給水課に第一～第四給水工事係及び量水器係を設け、メーターの維持及 

 び電算管理の体制を確立 

 「給水装置及び受水そう以下の装置の工事の設計・施行に関する取扱要綱」の制定（「受 

 水そう以下の装置の設置基準」の廃止）受水槽以下の装置であって、一括メーターの場合 

 にあっては、指導立会を廃止（６か月間は、申し出により中間検査に立会）し、各戸メー 

 ターの場合にあっては、受水槽設置後、指定工事店が自主検査を行い、局の監督が中間指 

 導立会をしたうえ、メーター設置後、それぞれ完了検査を行うことに変更 

 施設整備納付金額の改定 

 政令指定都市移行に伴う区制施行により、新たに中区・東区・南区及び西区に営業所開設 

 高陽浄水場で通水式（高陽町・可部町の一部へ給水開始） 

 設計審査手数料及び工事検査手数料の改定（口径13㎜の給水栓の増設、位変及び25㎜以下 

 の臨時用に特例を設定） 

 自家用給水施設等の改良工事資金融資制度発足 

 止水栓コマパッキンの材質をニトリルゴム（Ｎ Ｂ Ｒ）のみに使用規制（ウレタンゴム 

 の使用中止） 

 パイプシャフト用保温メーターボックスの採用 

 凍結破裂対策本部設置（2.26～3.4破裂受付件数16,486件） 

 凍結破裂防止のため、凍結のおそれのある立上り管へポリインサートチューブの挿入を指 

 導規制（安佐北区管内のみ義務付） 

 水栓柱に使用する管の材質変更（ビニル管の使用を禁止し、ポリエチレン管を使用するこ 

 とに変更） 

 大口径メーター用鉄蓋の改良（蝶番付の採用） 

 壁付メーターボックスの改良（保温力の強化） 

 メーター電算管理業務を直営施行 

 「給水装置等の設計施工事務取扱要綱」の制定（「給水装置及び受水そう以下の装置の工 

 事の設計・施行に関する取扱要綱」の廃止） 受水槽以下の装置に各戸メーターを設置す 

 る場合は、請書を提出 メーターの口径が40㎜以上のときは、受水槽定水位弁のパイロッ 

 ト部に電磁弁を設置 ２階立上りの根元等の止水栓をボール式に変更 

 安芸水道企業団との合併により、同水道事業を承継（安芸営業所を開設、瀬野川工事事務 

 所を廃止） 

 渇水対策本部設置（7.8～7.16異常渇水による20％給水制限実施） 

 ポリエチレン伸縮管を正式採用 

 確認書（施設整備納付金が伴う場合の給水装置撤去の有無）の提出開始 

 口径75㎜×25㎜のサドル付分水栓（ＪＷＷＡ Ｂ 117ｰＡＳ）の採用 
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 年 月 日             事                    項 

昭和 

  58. 4. 1 

 

 

 

 

      4.28 

      6. 1 

 

      9. 1 

 

 

     10. 1 

 

     12. 1 

 

  59. 5. 1 

      7. 1 

 

     11. 9 

     12. - 

 

     12.26 

 

 

  60. 2. 1 

      3.20 

      4. 1 

 

 太陽熱利用・逆流防止装置付湯水混合栓「型１・型２・型３」の使用承認 

 口径40㎜の伸縮止水栓をボール式に変更 

 メーター検満取替業務の全面組合委託 

 組合共同購入品目数量表を給水装置工事申込書へ添付開始 

 私有幹線（口径 100㎜以上）に地下式消火栓の設置を承認 

 ポリ粉体ライニング鋼管（ＪＷＷＡ Ｋ 132）の使用承認（継手を除く。） 

 施設整備納付金額の改定 

 受水槽設置状況調査開始 

 給水装置工事に係るアスファルト舗装復旧工事を組合施行（指令）に変更 

 広島市道路復旧工事施行基準の一部改正（S.58.4.1）に伴い、従来、舗装業者が施行して 

 いた路盤工を掘削工事施行者が施行することに変更 

 受水槽等の清掃に係る給水契約の受付けを、組合経由から営業所受付に変更（一括、各戸 

 メーターを問わず全件徴収し、一括メーターにあっては、次回検針分から水量を差引く。) 

 県の「簡易専用水道監視指導要領」の制定に伴い、簡易専用水道設置状況の報告（各四半 

 期終了後）制度開始 

 受水槽等清掃用臨時給水の使用水量認定方法の変更 

 太陽熱利用温水器（開放型）の設置位置を、標準高さ以外であっても、限定条件付及び誓 

 約書（様式７号）添付で承認 

 渇水対策本部設置（11.13～12.6異常渇水による５％給水制限実施） 

 防凍対策として、低温（自動）作動弁を備えた装係器具は、ヒーター方式に改良するよう 

 製造、販売者に指導通達 

 老朽給水管の塗装（ライニング）による更生工法（Ａ・Ｓ及びＮ・Ｐ・Ｃ工法に限る。） 

 の承認 

 蓄圧式高置水槽（ブチルゴム製ブラダー内蔵）による給水方式の承認（官公署に限定承認) 

 東区福田、馬木地区への給水開始 

 佐伯郡五日市町の広島市編入に伴い、同町水道事業を承継（配水部佐伯事務所を開設） 

 ３階建建築物の直結給水を本格実施 

 「給水装置等の設計施工事務取扱要綱」の一部改正 

 非住宅についても、受水槽以下の装置の各戸検針、各戸徴収を開始 

 一般専用住宅における複数トイレの給水単位を単数算定化 

 凍結破裂防止のための、立上り管へのポリインサートチューブの挿入を全市義務付け 

 可とう式サドル付分水栓、ねじ込み形甲型止水栓、ねじ込み形ボール止水栓等の採用 

 給水装置の新設から会計事務まで（水道料金及び工事店関係の収入等）の業務をオンライ 

 ン・ＯＣＲ化 
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 年 月 日             事                    項 

昭和 

  61. 2. 6 

 

 

      6.20 

      8. 7 

 

 

  62. 4. 1 

      6.17 

12. 4 

  63. 1.13 

 

平成 

   1. 2.21 

 

   2. 1.25 

      6.28 

      8.22 

   3.12. 1 

 

   5. 4. 1 

     10. 1 

   6. 7.14 

   8. 4. 1 

 

 

   9.10. 1 

 

  10. 1. 5 

 

  10. 4. 1 

 

 

  11. 7. 1 

  11. 7. 6 

 

 受水槽以下の装置で埋設部分を除いた箇所への合成樹脂ライニング鋼管（ＳＧＰーＶＡ、 

 ＰＡ）の使用承認 

 硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端コアの使用承認 

 老朽給水管の塗装（ライニング）による更生工法に、Ａ・Ｒ工法を追加承認 

 ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＳＧＰ－ＰＤ）の使用承認 

 硬質塩化ビニルライニング鋼管用内面防食継手及びポリエチレン粉体ライニング鋼管用外 

 面被覆継手、内面防食継手の使用承認 

 (財)広島市水道サービス公社の設立 

 給水装置に係わる器具等の承認制度を登録制度に変更 

金輪島で通水式（金輪島へ給水開始） 

 老朽給水管の塗装（ライニング）による更生工法に、ＮＳＫ工法を追加承認 

 合成樹脂ライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＤ）の使用承認 

 

 給水装置材料の一部（ライニング鋼管、ビニル管、継手等）の承認制度を登録制度に変更 

 減圧弁の使用承認 

 樹脂製地中式メーターボックスの使用承認 

 電動ボール弁の使用承認 

 浄水器を登録品目として使用承認 

 ４階以上の建築物を対象に併用方式を実施 

 受水槽を設置する建築物に非常用直結給水栓の設置を実施 

 口径50㎜の分岐引込みを実施 

 メーター下流側に逆止弁の設置を義務付け 

 渇水対策本部設置（7.19～10.24異常渇水により最大20％の給水制限実施） 

 組織改正により、８営業所から６工事事務所へ再編 

 ５階建建築物の直結給水を実施 

 「4・5階直結給水施行基準」の制定 

 「給水装置工事の材料、工法その他工事施行上の条件に関する規程」の制定（「給水装置 

 の構造、材質、検査等に関する規程」の全部改正） 

 口径13㎜～25㎜のメーター周りの使用材料の変更（ボール伸縮止水栓、メーター用逆止弁 

 の採用） 

 「広島市水道局指定給水装置工事事業者規程」の制定（「広島市水道局指定工事店規程」 

 の全部改正） 

 「給水装置等の設計施工事務取扱要綱」の全面改正 

 口径50㎜以下の分岐引込管の管種に水道用ポリエチレン二層管を採用 

 平成11年6月29日からの集中豪雨災害の被災者に係る手数料等の減免について開始（6ヶ月間） 
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 年 月 日             事                    項 

平成 

  12. 4. 1 

 

 

 

 

  14. 4. 1 

  15. 3.31 

 16. 4. 1 

17. 4.25 

  18. 4. 1 

 20. 4. 1 

21. 2. 9 

 21. 4. 1 

22. 4. 1 

23. 3.31 

 

23. 4. 1 

23. 4. 4 

24.11. 1 

25. 4. 1 

26. 4. 1 

26. 8.22 

29. 4. 1 

30. 7.13 

令和 

 1.10. 1 

 3. 8. 1 

 3. 8.19 

6. 4. 1 

 

 10階程度の高層建築物を対象に直結増圧給水を実施 

 「中高層建物直結給水施行基準」の制定（「4・5階直結給水施行基準」の全部改正） 

 受水槽を有する既設建築物の直結切り替えを促進するため、融資枠を拡大 

 受水槽以下の装置に設置する各戸メーターの設置基準を改正（ポンプ直送方式での各戸検針、 

 各戸徴収の開始） 

 ポリインサートチューブの製造中止に伴う要綱からの削除 

 水道メーターまでの鉛給水管の取替え工事について施工完了（平成12年4月より取り組み） 

 水道局ホームページからの給水装置工事申込書等様式のダウンロードサービス開始 

 旧佐伯郡湯来町との合併に伴い、広島市から同町簡易水道等事業の管理運営を受任 

 「中高層建物直結給水施行基準」の直結給水建物の計画一日使用水量の撤廃 

 完成配管図面の電子ファイリング化開始 

 安佐北工事事務所、高陽浄水場敷地内へ移転 

 給水装置台帳電子ファイリングシステムの運用開始 

 「中高層建物直結給水施行基準」の直結直圧給水建物の階数制限の撤廃 

 （財）広島市水道サービス公社解散 

 自家用給水施設等の改良工事資金融資制度廃止 

 計量法（省令）改正に伴いJIS規格水道メーターへ移行 

 東日本大震災の被災者に係る手数料等の減免を開始（21カ月間） 

 サドル付分水栓（40mm・50mm分岐用）の限定的な使用を解除 

 不断水用Ｔ字管（40mm・50mm分岐用）使用時の防食用密着コア装着の義務付け 

 組織改正により、６工事事務所を廃止し、４管理事務所を開設 

 ８．２０豪雨災害の被災者に係る手数料等の減免を開始（25ヵ月間） 

耐震型不断水用Ｔ字管の使用承認  

平成30年7月豪雨の被災者に係る手数料等の減免を開始（25ヵ月間） 

 

水道法改正により、指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制を導入 

給水装置工事に関する申請書等の押印を廃止（「給水装置台帳閲覧・写しの交付願」を除く。） 

令和3年8月11日からの大雨の被災者に係る手数料等の減免を開始 

直結増圧方式における2ユニット以上の直列設置（直列多段型）の採用 
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